
地方公共団体
（下水道事業主体） 

不足部分

1. 法改正の背景

既存施設の老朽化が進んでいることに加え、地方公共団体での執行体制の脆弱化(参考１)

が進む中、下水道施設の老朽化の進展への対応、局地的集中豪雨による浸水被害の頻発

への対応、下水処理の未普及地域(参考２)における下水道整備の加速といった様々な課題に

対応する必要があります。 

執行体制が不十分な地方公共団

体においても、適切に下水道事業を

実施できるよう、日本下水道事業団

（ＪＳ）法が改正され、支援機能が

強化されました。 

（平成 27 年 7 月 19 日施行） 

（参考１）下水道担当職員数は、ピーク時(H９年度)の 2/3 まで減少しており(総務省調べ、H26 年度)、下水

道担当職員数が 5人未満の市町村が全国で約 500 あります。（国土交通省調べ、H22 年度） 

（参考２）H25 年度末の汚水処理人口普及率は、約 89％にとどまっており、未だ約 1,400 万人が汚水処理施設

を利用できない状況にあります。（国土交通省調べ） 
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補完者としてのＪＳの役割増加 

法改正によるＪＳの支援機能の充実 

課題解決には執行体制の確保が急務 

・再構築・新増設

・地震・津波・雨水対策

・省エネ、創エネ技術導入

・維持管理

・人材育成（研修）

・長寿命化計画

・企業会計化 ほか
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